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教材における正誤のお知らせ 

 

このたび「基本テキスト・民法」につきまして、下記の正誤が発見されました。受講生の

皆様にはご迷惑をおかけしました。誠に申し訳ございませんでした。お手数ではございま

すが修正の上ご使用くださいますようお願い申し上げます。 

末筆ながらスタッフ・講師一同、皆様の合格を心より祈念しております。 

 

 誤 正 

P133（4）① 

５行目 

～ことをもって善意の第三者に対抗

することはできません（２項）。 

～ことをもって善意かつ無過失の第三

者に対抗することはできません（２項）。 

以 上 


